
平成21年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別改善勧告件数

注:介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」により「医療・介護サービス
の質向上 効率化プログラム」を推進することとされ、同プログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度
までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされたもので、「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査
の実施について(通 知)」 (平 成20年 7月 4日 付 老総発第0フ 04001号 他)に基づき実施した監査である。

介護サービスの種類 合 計 営利法人 うち、営剰1法人

監査によるもの

(注 )

特定非営和l

活動法人
医療法人 社会福llL法人

地方公共
団体

その他

1指 定訪問介護事業所 4 0 1 0 0

1指 定訪問入浴介護事業所 8 1 0 0 0 0

I指定訪問看護事業所 2 2 0 0 0 0 0

指  1指定訪間リハビリテーション介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

富 1指定居宅療養管理指導事業所 4 2 0 1 0 0 1

宅 1指定通所介護事業所 2 3 0 0

サ 1指定通所リハビリテーション事業所 1 0 0 1 0 0 0

ビ 1指定短期入所生活介護事業所 13 1 0 5 0 0

ス
1指定L畝鵡 轟 轟 動 3 0 0 1 2 0 0

1指定特定施設入居者生活介護事業所 5 0 0 1 0 0

1指 定福祉用具貸与事業所 4 1 0 0 0

指定特定福祉用具販売事業所 4 1 0 0 0

'指
定居宅介護支援事業所 17 5 0 3 4 1 0

墜炉 1指定介護老人福祉施設 8 0 0 0 7 0

ス腎11介護老人保健施設 6 0 0 0 2 0

1保 1指 定介護療養型医療施設 1 0 0 1 0 0

指定介護予防訪問介護事業所 15 3 0 0

1指 定介護予防訪問入浴介護事業所 8 1 0 0 0 0

1指 定介護予防訪問看護事業所 2 2 1 0 0 0 0 0

矩  1指定
介

諄
予防

i方
間リハビリテーシヨン事業所 0 0 0 0 0 0

介 1指定介護予防居宅療養管理指導事業所 2 0 0 0 |

辛 1指定介護予防通所介護事業所 2 1 3 0 0

堕  1指定介護予防通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0

l l指定介護予防短期入所生活介護事業所 9 l 0 0 4 0

ビ 1指定介護予房造妍入所療養介護事業所 3 0 0 1 2 0

1指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 4 0 0 0 0

指定介護予防福祉用具貸与事業所 12 11 3 1 0 0 0

1指 定特定介護予防福祉用具販売事業所 12 11 1 0 0 0 0

1指 定介護予防支援事業所 0 0 0 0 0

1指定夜間対応型訪問介護事業所 0 0 0 0 0 0

地 l指定認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 0 0

| 堅 1指定小規模多機能型居宅介護事業所 8 7 2 0 0 1 0 0

:暑 1指 定認知症対応型共同生活介護事業所 11 2 4 0 0

型 1指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

指定地域 密着型介謹老 人福祉施設入所者生活介護事業所 1 0 0 0 1 0

"看

壼 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 0 0

12聾 1指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 7 2 0 0 1 0 0

ス 亨 を
l指 定介護予防認知症対応型共同生活介護事業] 1 4 0 0 0

合  計 2 2
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都道府県名 計 都道府県 市町村

北海道 6

青森県 0 0

岩手県 0 0

宮城県 9

秋田県 2

山形県 2

福島県 2 2

茨城県 6 2

栃木県 0 0

群馬県

埼玉県 3

千葉県

東京都

神奈川県 1

新潟県 0

富山県 0 0

石川県 1 1

福井県 0 0

山梨県 6

長野県 1 1

岐阜県 4 2

静岡県 1

愛知県 0 0

二重県 1

滋賀県 1 0 1

京都府 0

大阪府 1 0 1

兵庫県 0

奈良県 3

和歌山県

鳥取県 1 1

島根県 2

岡山県 1

広島県 2

山口県 0

徳島県 0 1

香川県 2

愛媛県 2

高知県 2 2

福岡県 2 0 2

佐賀県 0

長崎県 9

熊本県 0

大分県

宮崎県 2

鹿児島県 0 0

沖縄県 0

都道府県計 550 504

平成21年度都道府県・指定都市口中核市別にみた改善勧告件数

指定都市・中核市名

（
別
　
掲

）

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市 2

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

指定都市計

函館市

旭 川 市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

川越市

船橋市

柏 市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津 市

高 槻 市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高 松 市

松山市

高 知 市

久留米市

長崎市

熊 本 市

大分市

宮 崎 市

鹿児島市

中核市計 8

総合計

※ 都道府県の勧告件数のうちの市町村欄は、各都道府県管内の市町村が介護サービス事業所に対して改善勧告を行つた件

数である。
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平成21年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別改善命令件数

注 :介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」 により「医療・介護サービス
の質向上 効率化プログラム」を推進することとされ、同ブログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度
までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされたもので、「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査
の実施について(通 知)J(平成20年 7月 4日 付 老総発第0704001号 他 )に基づき実施した監査である。

介護サービスの種類 合 計 営利法人 うち、営利法人

監査によるもの

(注 )

特定非営利

活動法人
医療法人 社会福祉 法 メ

地方公共
団体

その他

1指 定訪問介護事業所 1 0 1 0 0 0 0

1指
定訪問入浴介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指定訪間看護事業所 1 1 0 0 0 0

指 1指定訪問リハビリテーション介護事業所 0 0 0 0 0 0

富 1指定居宅療養管理指導事業所 0 0 0 0 0 0 0

宅  1指定通所介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

7 1指定通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0

ビ 1指 定短期入所生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

ス
 1指定短期入所療養介護事業所 | 0 0 0 1 0 0

1指 定特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指定福祉用具貸与事業所 0 1 0 0 0

指定特定福祉用具販売事業所 1 0 0 1 0 0 0

1指定居宅介護支援事業所 2 1 | 1 0 0 0

峰ξL旦■2董蓼 0 0 0 0 0

ス詳全 1介護老人保健施設 1 0 0 0 0

1保 1指 定介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0

指定介護予防訪問介護事業所 0 0 0 0

指定介護予防訪問入浴介護事業所 0 0 0 0 0

1指 定介護予防訪問看護事業所 1 0 0 0 0 0

[ 1指 定介護予防訪間リハビリテーシヨン事業所 0 0 0 0 0 0 0

■  1指定介護予防居宅療養管理指導事業所 0 0 0 0 0

亨 1指定介護予防通所介護事業所 0 0 0 0 0 0

|力  1指 定介護予防通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0

| 1指定介護予防短期入所生活介護事業所 0 0 0 0 0

: 1指 定介護予防短期入所療養介護事業所 0 0 0 1 0

1指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

指定介護予防福祉用具貸与事業所 1 0 0 0 0 0

1指 定特定介護予防福祉用具販売事業所 0 1 0 0 0

1指 定介護予防支援事業所 0 0 0 0 0 0

1指定夜間対応型訪問介護事業PjI 0 0 0 0 0 0

地 l指 定認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 0 0

| 曇 L型 規模多機能型居宅介護事業所 0 0 0 0 0

ビ薯 1指 定認知症対応型共同生活介護事業所 0 0 0 1 0

型
 1指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

堕看壼 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 0 0 0

| 介地 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 0 0 0 0 0 0

ス亨 碁 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 0 0 0 0 1 0

合  計 3 7 0 6 0 0
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都道府県名 計 都道府県 市町村

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山 形 県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県 1 1

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県 3

滋賀県

京都府

大阪府 7

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県 1 1

鹿児島県

沖縄県

都道府県計 1

平成21年度都道府県・指定都市・中核市別にみた改善命令件数

指定都市・中核市名

（
別
　
掲

）

札 幌 市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川 崎 市

相模原市

新潟 市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺 市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

指定 都 市 計

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

川越市

船橋市

柏 市

横須賀市

冨 山 市

金沢市

長野市

岐 阜 市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

高槻市

東大阪市

姫 路 市

尼崎市

西 宮 市

奈良市

和歌山市

倉 敷 市

福山市

下関市

高松市

松 山 市

高知市

久留 米 市

長崎市

熊本市

大分市

宮崎市

鹿 児 島 市

中核市計

総合計

※ 都道府県の命令件数のうちの市町村襴は、各都道府県管内の市町村が介護サービス事業所に対して改善命令を行つた件

数である。
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平成21年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定の効力の停止 (一部又は全部)件数

注:介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」 により「医療・介護サービス
の質向上 効率化プログラム」を推進することとされ、同プログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度
までの5年 間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされたもので、「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査
の実施について(通 知)」 (平成20年 7月 4日 付 老総発第0704001号 他)に基づき実施した監査である。

介護サービスの種類 合 計 営利法人 うち、営利法人

監査によるもの

(注 )

特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人
地方公共

団体
その他

1指定訪問介護事業所 6 5 3 0 0 0 0 |

1指定訪間入浴介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指 定訪間看護事業所 0 0 0 0 0 0 0

指 1指定訪間リハビリテーション介護事業所 0 0 0 0 0 0

= 1指
定居宅療養管理指導事業所 0 0 0 0 0 0 0

宅 1指定通所介護事業所 0 1 0 0 0

才  1指定通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0 0

ビ 1指定短期入所生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

ス
 1指定短期入所療養介護事業所 1 0 0 0 1 0 0

1指定特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指定福祉用具貸与事業所 0 0 0 0 0 0 0

指定特定福祉用具販売事業所 1 0 0 0 0 0 0

1指定居宅介護支援事業所 3 0 0 1 2 0 0

墜蟹 1指定介護老人福祉施設 0 0 0 0 0 0 0 0

ス註劣 1介護老人保健施設 1 0 0 0 1 0

1裸 I指 定介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0

指定介護予防訪問介護事業所 1 0 0 0 0

1指定介護予防訪間入浴介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指 定介護予防訪間看護事業所 0 0 0 0 0 0 0

是  1指 定介護予防訪間リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0 0

全 1指定介護予防居宅療養管理指導事業所 0 0 0 0 0 0

亨 1指定介護予防通所介護事業所 0 0 1 0 0

堕  1指 定介護予防通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0

| 1指定介護予防短期入所生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

E I指 定介護予防短期入所療養介護事業所 0 0 0 1 0

1指定介護 予防特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

i指 定介護予防福祉用具貸与事業所 0 0 0 0 0 0

1指 定特定介護予防福祉用具販売事業所 0 0 0 0 0 0

1指定介護予防支援事業所 0 0 0 0 0 0 0

指定夜間対応型訪間介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

地 1指定認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 1 0 0

子塾 1指定小規模多機能型居宅介護事業所 1 0 0 0 0 0

:署 1指 定認知症対応型共同生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

型  i指定14L域 密着型特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

1旨定tt域 密着型介護老 人福祉施設入所者生活介護事 業所 0 0 0 0 0 0

賄看生 け旨定介護予防認知症対応型通所介護事業所 0 0 1 0 0

1介 地 1指定介護予防小規模 多機能型居宅介護事業所 1 1 0 0 0 0

ス亨 必
!指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

合  計 0 3 7 1
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平成21年度都道府県・指定都市・中核市別にみた指定の効力の停止 (一 部又は全部)件数

都道 府 県名 計

一部停止 全部停止

計 都道府県 市町村 計 都道府県 市町村

北海道 0 0

青森 県

岩手 県 0 0 0 0 0

宮城 県 0 0 0 0

秋 田県 0

山形 県 0

福 島県 0 0 0 0 0

茨城県 3 2 2 1 l

栃木 県

詳馬県

埼玉県 0 0 0

千葉県 2 2 2

東京都

神奈川県

新潟県

富 山県

石川 県 1 1

福井県

山梨県

長野県

岐阜 県

静岡 県

愛知 県

三重 県

滋賀 県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和 歌 山 県

鳥取県

島根県 1 1 1

岡 山県

広島県

山 口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知 県 2 2

福 岡県

佐賀 県

長崎 県

熊本 県 1 1

大分県 1 1

宮崎 県

鹿 児 島県

沖縄 県

都 道府 県計

※ 都道府県の効力の停止件数のうちの市町村欄は、各都道府県管内の市町村が介護サービス事業所に対して効力の停止を行つた件数である。

指定都市・中核市名 計 一部停止 全部停止

（
別
　
掲

）

札幌市

仙 台市

さいたま市

千葉市

横浜市 0

川崎市

相模 原市

新潟市

静 岡市 0

浜松市 0

名古屋市

京都市

大阪市 0

堺 市

神戸市

岡 山市

広島市

北九 州市

福 岡市 0

指定都 市計

函館市

旭 川市

青 森市

盛 岡市

秋田市

郡山市

いわき雨

宇都 宮市

前 橋市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金 沢市

長野 市

岐阜市

豊橋市

岡崎 市

豊田市

大津市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌 山市

倉戦 市

福山市

下関市

高松 市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

熊本市

大分 市

宮崎市

鹿児 島市

中核市計

総合計 1 8
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平成21年度介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定取消件数

注:介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本方針2007」 により「医療・介護サービス
の質向上・効率化プログラム」を推進することとされ、同プログラムにおいて、介護サービス事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度
までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされたもので、「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査
の実施について(通 知)」 (平 成20年 7月 4日 付 老総発第0704001号 他)に基づき実施した監査である。

介護サービスの種類 合 計 営利法人 うち、営利法人

監査によるもの
(だL)

特定非営和l

活動法人
医療法人 社 会福祉 法人

地方公共
団体

その他

1指 定訪問介護事業所 8 2 0 0 0 0

1指 定訪間入浴介護事業所 0 0 0 0 0 0

1指定訪間看護事業所 1 1 0 0 0 0 0

指 1指定訪間リハビリテーシヨン介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

宴 1指定居宅療養管理指導事業所 1 1 0 0 0 0 0 0

毛 1指定通所介護事業所 0 0 0 0

サ 1指定通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0

ビ 1指定短期入所生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

ス
 1指定短期入所療養介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

I指定特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

1指定福祉用具貸与事業所 0 0 0

1指定特定福祉用具販売事業所 1 1 0 0 0 0

1指定居宅介護支援事業所 17 7 | 0 0

悸ξ l指定介護老人福■些三
0 0 0 0 0 0

ス1季 全 1介護老人保健施設 1 0 0 0 1 0 0 0

1保 指定介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0

指定介護予防訪間介護事業所 1 0 0 0

指定介護予防訪間入浴介護事業所 0 0 0 0 0 0

1指 定介護予防訪問看護事業所 0 0 0 0 0

[ 1指 定介護予防訪問リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0

2 1指定介護予防居宅療養管理指導事業所 1 1 0 0 0 0 0

亨 1指定介護予防通所介護事業所 7 7 0 0 0 0 0

堕  1指定介護手 艦通所リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0 0

l l指定介護予防短期入所生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

: 1指 定介護予防短期入所療養介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

1指定介護予防福祉用具貸与事業所 0 0 0 0 0 0

l指 定特定介護予防福祉用具販売事業所 0 0 0 0 0 0 0

1指 定介護予防支援事業所 0 0 0 0 0 0

1指 定夜間対応型訪間介護事業所 0 0 0 0 0 0

地 1指 定認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

i塾 1指定小規模多機能型居宅介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

ゴ薯 1指 定認知症対応型共同生活介護事業所 0 0 0 0 0

型  1指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 0 0 0 0 0 0

堕看垣 け旨定介護予防認知症対応型通所介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

[1聾 指定介護予防小規模 多機能型居宅介護事業所 0 0 0 0 0 0

ス予 密 与旨定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 0 0 0 0 0 0 0

合  計 77 4 0 0 0
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平成21年度都道府県口指定都市口中核市別にみた指定取消件数

都道府県名 計 都道府県 市町 村

北海道

青森県

岩手県

宮城県 1

秋田県

山形県

福島県 1 1

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県 0

東京都

神奈川県

新潟県 0

富山県

石川県

福井県 0

山梨県 0

長野県

岐阜県

静岡県 4

愛知県

二重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 2

奈良県 3

和歌山県 5

鳥取県

島根県

岡山県 6

広島県 1 1

山口県

徳島県

香川県 0

愛媛県 8

高知県

福岡県 3

佐賀県 0

長崎県 0

熊本県 2

大分県 3

宮崎県 0

鹿児島県 0

沖縄県 8

都道府県計 1

指定都市 中核市名

（
別
　
掲

）

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川 崎 市

相模原市

新 潟 市

静岡市

浜 松 市

名古屋市

京都市

大阪市

堺 市

神戸市

岡山市

広島市

北九 州 市

福岡市

指 定 都 市 計

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡 山 市

いわき市

宇都宮市

前橋市

川越市

船 橋 市

柏 市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐 早 市

豊橋市

岡 崎 市

豊田市

大 津 市

高槻市

東大阪市

姫 路 市

尼崎市

西 宮 市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

熊本市

大分市

宮崎市

鹿児島市

中核 市 計

総合計

※ 都道府県の取消件数のうちの市町村llplは、各都道府県管内の市町村が介護サービス事業所に対して指定取消を行つた件

数である。
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平成21年度介護サービスの種類別にみた取消事由別指定取消件数

介護サービスの種類
指定取消

件数

1指 定訪問介護事業所

1指 定訪間入浴介護事業所 0

1指 定訪間看護事業所 1

指  1指定訪問リハビリテーション介護事業所 0

聾 1指定居宅療養管理指導事業所 1

宅 1指定通所介護事業所 10

サ
ー 指定通所リハビリテーション事業所 0

ビ 1指定短期入所生活介護事業所 0

ス 1指定短期入所療養介護事業所 0

指定特定施設入居者生活介護事業所 0

1指
定福祉用具貸与事業所 1

1指 定特定福祉用具販売事業所

指定居宅介護支援事業所

険 指 指定介護老人福祉施設 0

員詳1 介護老人保健施設

1保 指定介護療養型医療施設 0

1指 定介護予防訪間介護事業所 15

指定介護予防訪問入浴介護事業所 0

1指 定介護予防訪問看護事業所 1

走  1指 定介護予防訪問リハビリテーション事業所 0

貪  1指 定介護予防居宅療養管理指導事業所

予 l指定介護予防通所介護事業所 7

堕  1指 定介護予防通所リハビリテーション事業所 0

| 1指定介護予防短期入所生活介護事業所 0

: 1指 定介護予防短期入所療養介護事業読 0

指定介護予防特定施設 入居者生活介護事業所 0

1指 定介護予防福祉用具貸与事業所 0

1指 定特定介護予防福祉用具販売事業所 0

1指 定介護予防支援事業所 0

1指 定夜間対応型訪問介護事業所 0

地 1指定認知症対応型通所介護事業所 0

1塾 1指定小規模多機能型居宅介護事業所 0

り薯 L護壁菫型り 型共同生活介護詈業,
型  1指 定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 0

1指 定泄LI密 着型介護老人福祉施設入所者 生活介護事業所 0

崎看壺 1指 定介護予防認知症対応型通所介護事業所 0

1介 地 け旨定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 0

ス 予 密 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 0

合  計

注 i複 数の取消事由が該当する事業所については、各取消事由ごとに計上されるため、指定取消件数と各取消事由の合計は一致しない。

複数回答 (注 )

人員について、

厚生労働省令て

定める基準を満
たすことができ

なくなつた

設備及び運営に

関する基準に

従つた、適切な

運営ができなく

なつた

介護給付費の

言青求に関して不

正

帳簿書類の提

出命令に等に従
わず、又は虚偽
の報告をした

質問に対し虚偽

の答弁をし、又

は検査を拒み、

妨げた

不正の手段によ

り指定を受けた

介護保険法その

他保健医療若し

くは福祉に関す

る法律に基づく

命令に違反した

(根 拠条文例 )

第77条 第 1項

第2号

(根拠条文例 )

第77条 第 1項

第3号

(根 拠条文例 )

第77条 第 1項

第5号

(根 拠条文例 )

第77条 第 1項

第6号

(根 拠条文 01)

第 77条 第 1項

第7号

(根拠条文例 )

第フア条第 1項

第8号

(根 拠条文例 )

第77条 第1項

第9号

4 5 19 5 6 6 2

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

3 2 8 3 3 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 | 0 0 0

0 0 0 | 0 0 0

9 12 4 2 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 1 4 2 5 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 2 3 1 4 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 | 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

27 19 4
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(2)平成 12年度～ 21年度までの指定取消の状況

平成 12年度～ 21年度までの介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定取消件数

都道府県別にみた指定取消件数
指定取消等の年次別にみた介護給付費の返還額の状況
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平成12年度～21年度までの介護サービスの種類別にみた法人の種類別指定取消件数

注:指定取消の件数には、聴聞後廃止 (聴聞通知後に廃止届が提出された事業所)を 含む。

介護サービスの種類 合 計 営利法人
特定非営和l

活動法人
医療法人 社会福祉法人

地方公共団
体

その他

1指定訪問介護事業所 4 6 0

1指定訪問入浴介護事業所 6 5 1 0 0 0

l指定訪問看護事業所 5 0 0

指  1指定訪問リハビリテーション介護事業所 0 2 0 0

害 1指定居宅療養管理指導事業所 1 5 0 0

毛 1指定通所介護事業所 5 2 4 0

サ

ー
1指定通所リハビリテーション事業所 0 8 3 0

ビ i指定短期入所生活介護事業所 5 1 0 3 1

指定短期入所療養介護事業所 0 6 4 0

1指定特定施設入居者生活介護事業所 4 0 1 0

1指 定福祉用具貸与事業所 1 0 0 0

指定特定福祉用具販売事業所 4 3 1 0 0 0

l指 定居宅介護支援事業所 2

熔ξ壁整塗重二人福祉施設 0 0 0 1

ス課11介護老人保健施設 3 0 3 0 0

1保 1指定介護療養型医療施設 0 3

1指 定介護予防訪間介護事業所 3 0 0 1

1指定介護予防訪問入浴介護事業所 0 0 0 0 0 0

1指定介護予防訪間看護事業所 6 5 0 0 0 0

通  1指 定介護予防訪間リハビリテーション事業所 0 0 0 0 0 0

2 '指 定介護予防居宅療養管理指導事業所 1 1 0 0 0 0

予 1指定介護予防通所介護事業所 0 1 0 0 0

防

十 1垣
定介護予防通所リハビリテーション事業P」l 1 0 0 0 0

1 1指 定介護予防短期入所生活介護事業所 2 1 0 0 0

Ｌ

ス
I指定介護予防短期入所療養介護事業所 0 0 0 0 0

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0

1指定介護予防福祉用具貸与事業所 3 1 0 0 0

1指定特定介護予防福祉用具販売事業所 2 I 0 0

指定介護予防支援事業所 0 0 0 0 0 0

1指 定夜間対応型訪問介護事業所 1 0 0 0 0

地 1指定認知症対応型通所介護事業所 1 0 0 0 0

| 堅 1指定小規模多機能型居宅介護事業所 0 0 0 0 0

:署 l指定認知症対応型共同生活介護事業所 5 0 0 0

型
 1指 定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 0 0 0 0

与旨定地域 密 着型介護 老人福祉施 設入所者 生活介護事 業所 0 0 0

顎 壽 誓
1指 定介護予防認知症対応型通所介護事業所 1 1 0 0 0 0

1全

～

i指 定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 0 0 0 0 0 0

ス 予 密
I指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所 7 1 0 0 0

合  計 777
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都道府県別にみた指定取消件数

注 11 平成 12年度～20年度までの指定取消の件数には 、聴聞通知後廃止 (聴聞通知後に廃止届が提出された事業所 )を含む。

注2 各都道府 県の数値には、指定都市、中核市分も含む ,

都道府県名
平成

12年度

平成
13年 度

平成
14年度

平成
15年 度

平成
16年度

平成

17年度

平成
18年度

平成
19年 度

平成

20年度

平 成 21年度

合計

指定取消
聴聞通知
後廃止

計

北海道 5`

青森県

岩手県 2

富城県 0 2

秋田県

山形県

福島県

茨城県 2(

栃木県

群馬県

埼玉県 5 2(

千葉県
2

東京都 6

神奈川県 3

新潟 県 0

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野 県

岐阜県

静岡県 2 1
1

愛知県

二重県

滋賀県 2

京都府 1

大阪府
5

兵庫 県

奈良県

和歌山県

鳥取県 0

島根県

岡山県
2

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 8

高知県 1

福岡県
3

佐賀県 1

長崎県

熊本県

人分県

宮崎県

鹿児島県 2 2〔

沖縄県
|

合 計 81 7 9 77
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指定取消等の年次別にみた介護給付費の返還額の状況

注1:指定取消事業所数は、指定取消、聴聞通知後廃止 (聴聞通知後に廃止届が提出された事業所)、 指定の効力の一部又は
全部停止を行つた数である。

注2:返還対象事業所数には、返還額の有無について精査中である事業所も含む。

注3:返還請求額には、加算金の額を含む。

注4:未済額には、分割納付等により返還予定の額を含む。

注5:介護サービス事業者による不正事案を防止し、介護事業の適切な運営を確保する観点から「経済財政改革に関する基本
方針2007」 により「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」を推進することとされ、同プログラムにおいて、介護サービス
事業者に対する法令遵守を徹底させるため、「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業
所に対し指導監査を実施」することとされたもので、「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査の実施について
(通知)」 (平成20年 7月 4日 付 老総発第0704001号他)に基づき実施した監査である。

(平成21年度末時点)

指定取消等の年次
指定取消等
事業所数
(注 1)

返還対象
事業所数
(注 2)

返還額の状況 (単位 :百万円)

返還請求額
(注 3)

返還済額 不納欠損額
未済額
(注4)

平成12年度 7 0 0

平成 13年度 227 6

平成¬4年度 573

平成¬5年度 1,566 653 203

平成 16年度 469 496

平成 17年度 1.303

平成 18年度

平成 19年度 2.065 1.262 2 800

平成20年度 1,175 0 852

うち、営利法人
監査によるもの

(,主 5)

4 2 0

平成21年度 0 222

うち、営利法人
監査によるもの

(注5)

11 0

合  計 885 671 9,883 4,600 1,087 4.193
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(3)介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する
届出の状況 (平成 22年 4月 1日 現在 )

ヽ

・ 業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (総括表 )

。業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (都道府県所管 内訳)

。業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (指定都市 。中核市所管 内訳 )

|

――― 
―

 ――――― ――――――― ―ノ
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業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (総括表)

注1:「指定等を受けている事業所数による区分」IFplは 、事業者の指定事業所数に応じて、「大」は100以上、「中」は20以上100未満、「小」は20未満として区分している。
注2(2)及 び (3)に ついて、各自治体別の内訳は、それぞれ別添「都道府県所管 内訳」、「指定都市 中核市所管 内訳」のとおりである。

指定等を受けて
いる事業所数
による区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
(H2241現 在 )

内訳 (法人の種類別 )

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

(1)厚 生労働省所管

大 6

中 1 7

1 48

合計 1

(2)都 道府県所管

大 1 5 4 1

中 1,348 267

41.245 23,270 2,472 5,728 6,877 1,20C 1,698

合 計 42603 23,427 2,476 5,995 7,675 1,23〔 1,797

(3)指 定都市・中核市所管

大

中 1 1

1,058 74 1

合計 1,05〔 85C

(4)(3)以 外の市区町村所管

大

中

1,75C 1,222 145

合計 1,75C 1.222 145 132

総合計

(1)～ (4)

大

中 1,66C 334 5 328

44.651 25,806 2,761 6,00C 7,113 1,225 1,746

合計 46,374 26,178 2766 6,33C 7,987 1,258 1,85(
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業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (都道府県所管 内訳 )

指定等を受けて
いる事業所数
による区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
(H2241現在)

内訳 (法 人の種類別 )

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

北海道

青森県 27(

岩手県 120〔

宮城県
4

秋田県

山形県

福島県 9

十 )

茨城県

栃木県

群馬県

奇玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

菖山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

二重県 ′ト

―
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業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (都道府県所管 内訳 )

指定等を受けて
いる事業所数
による区分

業務管理体制の

整備に関する

届出事業者数

(H2241現 在 )

内訳 (法 人の種類別 )

営利法人
特定非営利

活動法人
医療法人 社会福祉法人 地方公共団体 その他

滋賀県

京都府
6

大阪府

兵庫県

奈良県

F口歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

言崎県

鹿児島県

沖縄県

合計

注 i「 指定等を受けている 事業所数による区分」欄 は、事業者の指定事業所数に応じて、「大」は 100以 上 、「中」は20以上 100未 満、「小」は20未満として区分している。
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業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (指定都市・中核市所管 内訳 )

指定等を受けて
いる事業所数
による区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
(H2241現在 )

内訳 (法人の種類別)

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人
社会福祉法

人
地方公共団

体
その他

札幌市 7

仙台市
ノ

さいたま市

に

,

千葉市 ヽ

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市
′

(ノ |ヽ

京都市 ′

大阪市

界市
′ 1

神戸市
ノ

岡山市 ,

(ノ |ヽ 計 , ,

広島市

大

甲

(ノ lヽ ヨ1 )

北九州市 ′

(ノ |ヽ 5

福岡市 ノ , 1

,
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業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (指定都市口中核市所管 内訳 )

指定等を受けて
いる事業所数
による区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
(H2241現在 )

内訳 (法人の種類別 )

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人
社会福祉法

人
地方公共団

体
その他

函館市

旭川市 4
4

青森市
(′ |ヽ

盛岡市

秋田市

郡山市
′ ヽ

いわき市

宇都宮市

前橋市

川越市

沿橋市

柏 市
′

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市
′

(ノ |ヽ

岡崎市
′

豊田市

大津市

高槻市
(ノ lヽ言+)
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業務管理体制の整備に関する届出事業者数 (指定都市・中核市所管 内訳 )

指定等を受けて
いる事業所数
による区分

業務管理体制の
整備に関する
届出事業者数
(H2241現在 )

内訳 (法人の種類別 )

営利法人
特定非営利
活動法人

医療法人
社会福祉法

人
地方公共団

体
その他

東大阪市

姫路市 ′

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市 フ

下関市

高松市

除山市

高知市

久留米市
,

長崎市 7
フ

熊本市

大分市

宮崎市

鹿児島市
,

合 計 6
6

注 :「指定等を受けている事業所数による区分」欄は、事業者の指定事業所数に応じて、「大」は100以上、「中」は20以上100未 満、「Jヽ 」は2

0未満として区分している。
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